
１.　規制場所　 　大館市立花　地内　（立花交差点付近）

２.　規制内容 片側交互通行及び一時的な通行止め

３.　規制日時　　　片側交互通行:令和3年2月22日(月)～2月25日(木)

一時通行止め:令和3年2月23日(火)･2月24日(水)

※一時通行止め時間は目安であり、前後する場合があります。
※強風・荒天時は作業を中断します。

予備日 令和３年２月２６日(金)　

４.　迂回路　　　
を迂回してください。

　　　国土交通省　能代河川国道事務所　道路管理課　　　　☎　０１８５－７０－１２７５

　　　国土交通省　能代河川国道事務所　大館国道出張所　　☎　０１８６－４９－０３２１

　　　日本道路交通情報センター　秋田情報　　　　　　　　☎　０５０－３３６９－６６０５

◎問い合わせ先

　　　　一般国道7号において、大館市立花地区の門型情報板復旧工事のため、以下のとおり

一般国道7号

夜間片側交互通行及び一時的な通行止めのお知らせ

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図
（タイル）を複製したものである。（承認番号 令1 東複、第24 号）

　　　　夜間片側交互通行及び一時的な通行止めを行います。道路利用者の皆様には

　　　　大変ご迷惑をおかけ致しますが、ご理解とご協力をお願い致します。

国道103号及び県道52号、秋田自動車道（無料区間）

       各日とも午後8時30分～明朝4時30分まで

各日とも午後11時00分～午前0時00分の間で10分程度

迂回路

国道103号及び県道52号

秋田自動車道（無料区間）

規制箇所

二井田真中ＩＣ
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